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長
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民
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殿

衆
議
院
議
員
平
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秀
夫
君
提
出
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
た
国
費
の
支
出
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
た
国
費
の
支
出
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
は
、
公
務
の
た
め
旅
行
す
る
国
家
公
務
員
等

に
対
し
支
給
す
る
旅
費
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
旅
行
に
係
る
公
務
に
関
し
て
他
の
国
費
が
そ
の
目
的

に
応
じ
て
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
排
除
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
内
閣
総
理
大
臣

の
外
国
訪
問
の
際
に
、
訪
問
団
の
活
動
条
件
を
整
え
、
首
脳
外
交
を
円
滑
に
遂
行
し
成
功
裏
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
報
償
費
が
支
出
さ
れ
、
当
該
外
国
訪
問
に
随
行
し
た
者
が
現
に
要
し
た
宿
泊
費
と
当
該
者
に
旅
費
と
し
て
支
給
さ
れ
た
宿
泊

料
と
の
差
額
に
充
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
同
法
と
の
関
係
で
問
題
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。


